
 

５健第８４５１号  

令和６年１月２９日  

 

 各医療機関の長 様 

 （G-MIS 報告機関） 

 

福島県保健福祉部長 

（公 印 省 略） 

 

医療機能情報提供制度に係る令和５年度医療機能情報の報告について（依頼） 

日頃から本県の医療行政の推進に御理解と御支援を賜り厚く御礼申し上げます。 

医療機能情報提供制度は、平成 19 年４月１日施行の改正医療法において、住民による

医療機関の適切な選択を支援するため、病院、診療所、歯科診療所及び助産所による医

療機能情報の年１回以上の県への報告及び県による公表が義務付けられたものです。 

 つきましては、貴機関の医療機能情報について下記により報告をお願いします。 

記 

１ 報告事項 

  医療法第六条の三、医療法施行規則第一条の二の二、医療法施行規則別表第一及び

平成十九年厚生労働省告示第五十三号に定める事項 

２ 報告基準日 

  令和６年１月１日における状況（新規報告の場合は報告日時点の状況）を報告願い

ます。 

３ 作業内容  

報告の種別 作業内容 

定期報告 ○毎年１月前後に御依頼している定例作業です。 

○令和５年５月末時点の「ふくしま医療情報ネット」登録情報が G-

MIS 報告画面上の初期値として表示されていますので、情報の更新・

追加をお願いします。 

新規報告 ○医療機能情報を新規に報告するものです。 

○令和５年５月末時点の「ふくしま医療情報ネット」未登録機関が

対象です。 

４ 報告の方法 

G-MISオンライン報告（G-MIS にログインし画面入力） 

※ 作業いただく前に、下記７（１）の県 HP「【医療機関向け】令和５年度医療機能

情報報告（定期報告、新規報告）について」を必ず御参照願います。 

５ 報告期限 

令和６年２月 29日（木） 

６ 留意事項 

（１）医療機能情報提供制度に基づく報告・公表業務については、これまで「ふくしま

医療情報ネット」において実施してきたところですが、厚生労働省による全国統一

的なシステムの検討・構築の結果、令和６年１月以降の報告機能は G-MISが、G-MIS

に報告された情報の公表機能は「医療情報ネット」（全国の医療機関・薬局情報検索

ウェブサイトとして令和６年４月稼働）がそれぞれ担うことになります。 

（２）ユーザ未申請の場合であっても、G-MIS事務局により、一部機関の既存アカウント

に医療機能情報の報告権限が付与されています。 

（３）報告期限までに報告いただいた内容は、令和６年４月１日から「医療情報ネット」

において公表されます。報告期限までに G-MISオンライン報告いただけない場合は、 

（裏面へ続く） 



 

休日当番医情報含む医療機関情報が「医療情報ネット」に掲載されませんので、期

限までに必ず報告をお願いします。 

※ 新規報告の場合は「医療情報ネット」に随時掲載可能ですが、ウェブサイトの

稼働開始に間に合うよう、上記６の報告期限までに報告をお願いします。 

７ 参考（県ＨＰ） 

（１）【医療機関向け】令和５年度医療機能情報報告（定期報告、新規報告）について 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045c/iryoukinou-teikihoukoku.html 

（２）【医療機関向け】医療機能情報提供制度に関する各種 G-MIS 操作マニュアル 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045c/iryoukinou-gmis-manual.html 

（３）【医療機関向け】G-MIS 新規ﾕｰｻﾞｱｶｳﾝﾄ発行申請について（医療機能情報提供制度） 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045c/iryoukinou-gmis.html 

（４）医療機能情報提供制度の報告・情報提供方法が変わります 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045c/zenkokutouitsu.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜上記県ＨＰについては下記の二次元コードからもアクセス・閲覧いただけます＞ 

（1）R5 報告       （2）G-MIS ﾏﾆｭｱﾙ      （3）G-MIS ｱｶｳﾝﾄ         （4）制度概要 

＜お問合せ先＞ 

※ 多くのお問合せが見込まれますので、大変恐れ入りますが、お問合せ前に上記７

の県ＨＰ掲載内容について必ず御確認いただき、なお不明点がある場合に、原則と

してメールによりお問合せくださいますよう御協力をお願いいたします。 

 ■ 福島県地域医療課 医療機能情報提供制度担当 

・ メールアドレス  iryou@pref.fukushima.lg.jp 

  ・ 電 話 番 号  024-521-7221（土日祝日除く 8：30～17：15） 
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